
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  復興特別法人税 

Ｑ：平成24年４月以後に開始する法人の事

業年度から、復興特別法人税がかかるとか。

どのようになっているのでしょうか？                            

  

Ａ：通常の法人税額の10%相当額の復興特

別法人税がかかります。 

【解説】 

復興特別法人税制は、平成23年12月に創設

され、平成24年４月から施行されている制度

で、東日本大震災からの復興財源に充てるた

めに設けられたものです。 

概要は次のとおりです。 

 ①納税義務者 

  法人 

 ②課税事業年度 

  平成24年４月１日から平成27年３月31日ま

での期間内に最初に開始する事業年度開始

の日から３年を経過する日までの期間内に

属する事業年度とされています。 

 ③税額 

  各事業年度の法人税額×10% 

 ④復興特別所得税の税額控除 

  利子など一定の所得に課された復興特別所

得税額等がある場合は、所定の金額を控除

することが認められています。また、控除

しきれない復興特別所得税額がある場合に

は還付を受けるための申告書を提出するこ

とができます。 

 ⑤納税地 

  法人税の納税地と同じ 
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